
保温されている動植物油の規制 

 
【照会】 
 動植物油を電気ヒーター又はスチーム等により保温して貯蔵保管している場

合も、規則第 1 条の 3 第 7 項第 1 号に規定する「常温で貯蔵保管されている」

場合に該当するのか。 
 
【回答】 
 保温している温度が 40℃未満の場合は、該当する。 
 
 
（平成元年 7 月 4 日 消防危第 64 号 各都道府県消防主管部長あて 危険物規制課長通知） 

 


